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 センターの主要な業務の一つである宇治市自転車等駐車場（駐輪場）の管理運

営については、現在、宇治市から指定管理者としての指定を受け業務を行ってい

ます。その指定期間が令和４年度で終了することから、令和５年度以降の指定管

理者が募集されました。指定管理者の選定方法が、今回から公募となり他の事業

者と競合することとなりました。 

 駐輪場の管理運営業務は、センターの全契約額の約２５％、のべ就業者数の約

２０％を占める主要な業務です。そのため、令和５年度以降も業務を受注できる

よう「ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場他８カ所」の指定管理者募集に申請しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 申請にあたって提出した事業計画書では、これまで３３年間にわたって駐輪場

管理業務を請負ってきた豊富な実績と、高齢者の就業を通じて地域社会づくりに

寄与することを目的としているセンターの基本姿勢などをアピールしました。 

 令和５年度からの新しい指定管理者は、宇治市の厳正な審査の後、宇治市議会

の議決を経て、１２月に決定される予定です。結果については、シルバーだより

でお知らせします。 

 

宇治市自転車等駐車場の指定管理者募集に申請しました 
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令和５年１０月１日から消費税法が改正され、「適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）」が導入されます。インボイス制度が導入されると、全国のシルバー人材セ

ンターの運営に大きく影響することになります。また、会員への配分金とも関連す

ることから、制度の概要と影響についてお知らせします。 

 

センターが発注者から預かった配分金は、全て消費税が含まれています。 

請負・委任契約で就業している会員は「個人事業主」になります。「個人事業主」

には納税義務がありますが、課税売上高（配分金）が年間1,000万円以下の会員の

皆さんは、免税事業者として納税義務が免除されています。 

現在、課税事業者（センター）と免税事業者（会員）の取引きは、税額控除が認め

られており、センターが会員に支払う配分金については、センター、会員とも消費税

を納める必要がありませんでした。 

               

インボイス制度が始まったら 

インボイス制度が始まっても消

費税免税事業者である会員の皆様

は、消費税を国に納める必要はあ

りません。ただし、センターは、

免税事業者である会員が、税務署

長に申請して課税事業者にならな

い限り、会員に支払う配分金に含

まれる消費税額の仕入れ控除が認

められなくなり、センターとして

は新たな税負担が発生することに

なります。 

    センターでは、この新たな税負 

担について、発注者と値上げ交渉

を行うほか、一層の業務の効率化を図るなど、配分金額に影響しないよう努めてま

いりますが、そのことで仕事の発注が減少したり、センターの経営が厳しくなるこ

とが懸念されます。 

会員の皆様には、これまでどおり発注者に満足していただけるようご努力いた

だきますとともに、今後の状況によっては、会員の皆様に何らかのご協力をお願い

することがあるかもしれませんので、その際にはご理解のほどお願いします。 

インボイス制度について  
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☆第２回理事会を開催しました 

９月１２日（月）、今年度第２回理事会が開催されました。 

理事会では、冒頭でお知らせした宇治市自転車等駐車場の指定管理者募集のほ

か、正会員の入会状況や４月から７月までの事業実績、職務の執行状況、宇治市

への要望等について協議・報告をしました。 

会員数は、４月から８月末までの入会者３０人、退会者５６人で、８月末の正

会員数は5１４人となりました。また、入会説明会の参加者は４８人でした。昨

年の８月末の会員数は５１５人で、昨年とほぼ同数となっていますが、ここ数

年、会員数は減少傾向にあることから、今後も引き続き会員数増加に向けての取

り組みが重要です。 

４月から７月の事業実績では、請負・委任業務に係る契約金額は7,５６２万円

で前年同月と比べ、ほぼ同額となっています。一方、派遣業務の７月末契約金額

は１,４８３万円で、前年同月と比べ約１７０％と大きく増加しています。これ

は、昨年８月以降、請負から派遣への切替が進んだことによるもので、今後も堅

調に推移すると見込んでいます。請負委任と派遣を合わせると昨年同月と比べ、

７％の増となっていますが、過去最高であった令和元年度の実績までは回復して

おらず、引き続き受注の増加に向けた取り組みが必要です。 

そのほか、理事等の職務の執行状況の報告、宇治市への要望について報告、協

議を行いました。 

 

 

☆草刈り講習会を開催しました 

去る８月２６日（金）に、センター会議室で    

草刈り機械メーカの「やまびこジャパン㈱」から

講師を招き、草刈り講習会を開催しました。16

名の会員が参加し、安全就業に向け必要な知識・

技術の習得に熱心に取り組んでいただきました。 

草刈り業務は、年々受注が増える一方、就業中

の事故発生率も高い業務です。今後も継続的に講習会を開催し、安全就業の徹底

と、新規就業者の拡大を図ってまいります。センターとしても、今後も草刈り講

習会をはじめ各種講習会を計画的に開催していきたいと考えていますので、積

極的な参加をお願いします。 

センターの動き   

講習会の様子 
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☆パソコン講習会がはじまりました   

今年度のパソコン講習会は、６人の会員が参加して１０月１８日から１１月

１５日までの 5 回の予定で開講しました。 

当センターの会員である氷見保佑さんを講師として、パソコンの基本的な操

作からスタートしました。今年も年賀状づくりやワード・エクセル操作など、

各受講者の習熟度合いを見ながら個別に課題をもらい、徐々にレベルを上げて

行く予定です。 

 今年度中に、２回目の講習会の開催を予定して

います。講習会の開催が決定した場合は「シルバ

ーだより」で受講者を募集することにしています

ので、積極的に応募して下さい。 

 

 

 

 

☆ わんさかフェスタに参加しました。 

１０月２２日（土）好天のもと宇治橋通り商店

街で「笑顔いっぱいわんさかフェスタ」が 3 年

ぶりに開催されました。 

センターからは、「なでしこの会」が、日頃の

活動の成果として、手作り手芸品などの展示販

売を行いました。なでしこの会のメンバーに加

え、普及啓発活動の一環としてセンター役員・職

員も参加し、来場者にパンフレットを配布する

など新規受注・新規会員の勧誘を行いました。 

 

 

 

 
会員同士の親睦を図り、趣味・学習を通じて「生きがい」「健康づくり」のた

めのサークルを紹介します。皆さんもサークル活動に参加しませんか。 

 今回は書道サークルを紹介します。 

サークル紹介 

講習会の様子 

活躍するなでしこの会 
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☆書道サークル 

 書道サークルの活動は、毎月第１・第３月曜日、午前１０時から約２時間、セ

ンター会議室で、種田先生の指導の下、和やかにそして楽しく練習に励んでいま

す。また、年１回センターの定時総会に合わせ、宇治市生涯学習センターで作品

の展示会を開催しています。 

 ほとんどのメンバーは、毛筆は初めてという人が多いのですが、回数を重ねる

ごとに上達しています。習字は集中力を養うため、健康にも大変役立ちます。是

非一度、見学を兼ねてお立ち寄りください。なお、月謝は１０００円です。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

事務局からのお願い 
 
 

◇就業報告書の提出は毎月３日までにお願いします 

就業報告書の提出は、毎月３日(休日の場合はその翌日)が期限となっています。 

就業報告書の提出が遅れると、皆さんへの配分金の支払いをはじめ、各種代金

の支払いが遅れることになりかねません。 

月末・月初の忙しい中ですが、期限内の提出に努めていただきますようお願い

します。 

◇配分金・賃金の振込日 

請負委任業務の配分金は、「ゆうちょ銀行」の口座へ、派遣業務の賃金は「京都銀

行」の口座へ、それぞれ仕事をしていただいた翌月の末日に振り込みます。 

今後の振込日は次のとおりです。 

令和４年 11月３０日（水）・12月２８日（水） 

令和５年 1月３１日（火）、２月2８日（火）、３月31日（金） 

明細書の必要な方は、事務局へお越しいただくか、切手を同封して請求して下さい。

活動の様子 

会員の作品 

https://www.illust-box.jp/sozai/111800/
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新規会員募集にご協力下さい 

友人・ご近所の方など お知り合いにお声かけをお願いします。 

 

    ◇入会資格 

   ・宇治市内に居住している６０歳以上の人 

     ・就業を通じて生きがいの充実や社会参加を希望する人 

  ◇入会説明会 

   ・原則として、毎月第１・第３月曜日 午後１時３０分から 

センターで入会説明会を行っています。 

 

 

 

 

                                     

 
  

 編  集  後  記 

 

今年の 4 月から、事務局長として勤め始め半年以上が経ちました。シルバー

人材センターのしくみなども分かり、会員の皆様と接する機会が徐々に増えて

くる中、会員の方の仕事に対する強い責任感や情熱を目の当たりにして、事務局

としても発注者と会員のつなぎ役として、しっかりと責任を果たさなければい

けないと感じています。 

 発注者の方から、会員の仕事に対し「丁寧に仕事をしていただいて感謝してい

ます。」といったお礼の電話や手紙をいただいたときは、職員も自分のことのよ

うに嬉しくなります。 

 今回は、インボイス制度についてお知らせをいたしましたが、法律の改正や物

価の上昇などにより、今後、価格の改定が必要になることが予測されます。発注

者の方に負担をお願いする場合、十分な説明と価格に見合った仕事の成果が

益々求められることになってきます。 

会員と職員が責任と情熱を持って、それぞれの役割を果たすことが発注者の

満足度に繋がるのではないかと思っています。 

 今回のシルバーだよりの編集にあたり、これからも一層、会員と職員が一丸と

なって、発注者の期待に応えていくことが必要だと強く感じました。（濱岡） 

 


